
１

　本
人
に
つ
い
て

　本
件
の
当
事
者
で
あ
る
Ａ
さ
ん
は
、
東
京
都
Ｂ
市

で
生
活
す
る
60
代
女
性
で
す
。

　Ａ
さ
ん
は
、
Ｃ
県
で
出
生
し
、
出
生
時
よ
り
脳
性

麻
痺
を
発
症
し
、
両
上
肢
機
能
障
害
、
両
下
肢
機
能

障
害
、
音
声
機
能
障
害
の
た
め
、
４
歳
の
と
き
に
障

害
等
級
１
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
ま

し
た
。

　Ａ
さ
ん
は
、
Ｃ
県
に
お
い
て
、
30
歳
頃
か
ら
一
人

暮
ら
し
を
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
頃
、
Ａ
さ
ん
は
脳
梗
塞

で
倒
れ
、
脳
梗
塞
の
後
遺
症
で
障
害
が
重
度
化
し
た

こ
と
か
ら
、
実
家
に
帰
り
、
両
親
と
と
も
に
生
活
を

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
頃
か
ら
東
京
都
Ｂ
市
に

転
入
し
て
自
立
生
活
を
再
開
し
、
生
活
保
護
を
受
給

し
な
が
ら
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
Ａ
さ
ん

は
、
東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
を
受
給
し
、
月

額
６
万
円
の
支
給
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

　Ａ
さ
ん
は
、
脳
性
麻
痺
及
び
脳
梗
塞
後
遺
症
に
よ

る
重
度
の
四
肢
障
害
、
咀そ

嚼し
ゃ
く

障
害
・
嚥え

ん

下げ

機
能
障

害
の
た
め
、
移
動
、
食
事
、
補
水
、
更
衣
、
排
泄
、

整
容
、
入
浴
な
ど
の
日
常
生
活
動
作
の
全
て
が
全
介

助
の
状
態
で
し
た
。
ま
た
、
Ａ
さ
ん
は
、
言
語
機
能

障
害
の
た
め
、
意
思
疎
通
に
あ
た
っ
て
は
ト
ー
キ
ン

グ
エ
イ
ド
と
呼
ば
れ
る
意
思
伝
達
装
置
や
文
字
盤
を

用
い
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
Ａ
さ
ん

は
、
姿
勢
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
車

椅
子
に
乗
車
し
た
際
や
ベ
ッ
ド
上
の
生
活
で
同
じ
身

体
部
位
が
圧
迫
さ
れ
る
状
態
が
続
く
と
疼と

う

痛つ
う

や
褥

じ
ょ
く

瘡そ
う

の
原
因
と
な
る
こ
と
か
ら
、
昼
夜
問
わ
ず
姿
勢
調
整

が
必
要
で
し
た
。
ま
た
、
就
寝
時
間
中
、
寝
具
の
か

け
直
し
や
見
守
り
な
ど
の
支
援
が
必
要
で
し
た
。

２

　申
請
ま
で
の
経
緯

　Ａ
さ
ん
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
以
下
「
障
害

者
総
合
支
援
法
」
と
い
い
ま
す
。）
が
施
行
さ
れ
た

平
成
25
（
２
０
１
３
）
年
４
月
か
ら
、
障
害
認
定
区

分
６
の
認
定
を
受
け
、
月
６
２
０
時
間
の
重
度
訪
問

介
護
の
支
給
決
定
を
受
け
て
い
た
上
、
不
足
部
分
に

つ
い
て
は
生
活
保
護
の
他
人
介
護
料
大
臣
承
認
（
月

１
２
４
時
間
相
当
）
を
受
け
、
１
日
24
時
間
（
月
７

４
４
時
間
）
の
介
護
を
実
現
し
て
い
ま
し
た
。

　令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
４
月
及
び
５
月
頃
、
Ａ

さ
ん
が
利
用
す
る
ヘ
ル
パ
ー
事
業
所
の
う
ち
３
つ
の

事
業
所
が
ヘ
ル
パ
ー
単
価
を
値
上
げ
し
ま
し
た
。

　Ａ
さ
ん
は
、
生
活
保
護
の
他
人
介
護
料
大
臣
承
認

（
当
時
は
月
18
万
５
２
０
０
円
）
及
び
東
京
都
重
度

心
身
障
害
者
手
当
（
注
１
）
で
は
ヘ
ル
パ
ー
費
用
を
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賄
え
な
く
な
り
、
令
和
４
年
５
月
に
は
14
万
１
４
０

０
円
、
令
和
４
年
６
月
に
は
７
万
５
３
５
０
円
の
自

己
負
担
金
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　そ
こ
で
、
Ａ
さ
ん
は
、
Ｂ
市
に
対
し
て
、
令
和
４

年
５
月
24
日
、
１
日
24
時
間
（
月
７
４
４
時
間
）
に
、

入
浴
時
間
中
の
２
人
介
護
月
30
時
間
を
加
え
た
月
７

７
４
時
間
の
支
給
量
を
求
め
て
支
給
変
更
申
請
を
行

い
ま
し
た
が
、
Ｂ
市
は
、
令
和
４
年
７
月
29
日
、

「
１
．

　身
体
状
態
に
つ
い
て
、
聞
き
取
り
調
査
の

結
果
、
健
康
状
態
に
変
化
が
な
い
と
確
認
で
き
た
た

め
。
２
．
就
寝
時
間
中
の
重
度
訪
問
介
護
の
必
要
性

に
つ
い
て
は
、
医
師
の
意
見
と
い
っ
た
医
学
的
見
地

か
ら
必
要
と
判
断
す
る
意
見
は
な
く
、
支
給
決
定
の

必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
。」
と
の
理
由
で
当

該
申
請
を
却
下
す
る
決
定
を
出
し
ま
し
た
。
な
お
、

Ｂ
市
は
、
入
浴
時
間
中
の
２
人
介
護
の
必
要
性
を
認

め
た
こ
と
か
ら
、
令
和
４
年
８
月
１
日
、
支
給
量
を

月
６
５
０
時
間
と
す
る
決
定
を
し
ま
し
た
。

　Ａ
さ
ん
が
自
己
負
担
金
を
支
払
い
続
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
た
め
、
Ａ
さ
ん
が
一
人
暮
ら
し
を
続
け
て

い
く
た
め
に
は
、
月
７
７
４
時
間
の
支
給
量
を
獲
得

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　そ
こ
で
、
Ａ
さ
ん
は
、
令
和
４
年
８
月
、
支
援
者

を
通
じ
て
当
職
ら
に
相
談
を
行
い
、
介
護
保
障
を
考

え
る
弁
護
士
と
障
害
者
の
会
全
国
ネ
ッ
ト
（
介
護
保

障
ネ
ッ
ト
）
へ
の
依
頼
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　介
護
保
障
ネ
ッ
ト
は
弁
護
団
を
結
成
し
、
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
と
し
て
藤
岡
毅
弁
護
士
（
東
京
弁
護
士
会
）

及
び
長
岡
健
太
郎
弁
護
士
（
兵
庫
県
弁
護
士
会
）
及

び
採
澤
友
香
弁
護
士
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）
が
就

い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　Ａ
さ
ん
の
支
給
期
間
は
令
和
４
年
10
月
31
日
ま
で

と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
弁
護
団
を
結
成
し
た
時
点
で

急
ぎ
更
新
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
時
期
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、
弁
護
団
の
方
針
と
し
て
、
更
新
申
請

で
月
７
７
４
時
間
の
申
請
を
す
る
方
針
を
と
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　弁
護
団
結
成
直
後
か
ら
更
新
申
請
に
添
付
す
る
弁

護
士
意
見
書
の
作
成
に
取
り
掛
か
り
、
令
和
４
年
10

月
17
日
、
Ｂ
市
に
対
し
て
月
７
７
４
時
間
の
申
請
を

行
い
ま
し
た
。
な
お
、
Ａ
さ
ん
の
支
援
が
で
き
る
新

人
ヘ
ル
パ
ー
育
成
の
た
め
、
同
申
請
に
お
い
て
、
１

人
１
２
０
時
間
の
同
行
支
援
（
新
人
ヘ
ル
パ
ー
に
熟

練
ヘ
ル
パ
ー
が
同
行
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う

も
の
）
３
人
分
も
申
請
し
て
い
ま
す
。

３

　弁
護
士
意
見
書
の
要
点

　弁
護
士
意
見
書
の
要
点
は
、
①
こ
れ
ま
で
、
生
活

保
護
の
他
人
介
護
料
大
臣
承
認
及
び
東
京
都
重
度
心

身
障
害
者
手
当
を
受
給
し
な
が
ら
、
24
時
間
介
護
を

実
際
に
受
け
て
生
活
し
て
い
た
か
ら
、
Ａ
さ
ん
に
24

時
間
介
護
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、

②
Ａ
さ
ん
が
生
活
保
護
受
給
者
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
自
己
負
担
金
が
生
じ
る
事
態
と
な
っ
て
お
り
、
Ａ

さ
ん
の
在
宅
生
活
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
24
時

間
介
護
を
認
め
な
い
介
護
支
給
量
を
決
定
す
る
こ
と

は
、
憲
法
、
障
害
者
権
利
条
約
等
で
保
障
さ
れ
て
い

る
「
障
害
者
が
在
宅
で
生
活
す
る
権
利
」
を
侵
害
す

る
、
③
Ｂ
市
の
令
和
４
年
７
月
29
日
付
け
却
下
決
定

に
は
理
由
が
な
い
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　③
Ｂ
市
の
令
和
４
年
７
月
29
日
付
け
却
下
決
定
に

は
理
由
が
な
い
、
と
い
う
主
張
の
具
体
的
内
容
は
以

下
の
と
お
り
で
す
。

　ま
ず
、「
１
．
身
体
状
態
に
つ
い
て
、
聞
き
取
り

調
査
の
結
果
、
健
康
状
態
に
変
化
が
な
い
と
確
認
で

き
た
た
め
。」
と
の
理
由
に
つ
い
て
、
㋐
そ
も
そ
も

Ａ
さ
ん
は
24
時
間
介
護
が
必
要
な
健
康
状
態
で
あ
っ

て
、
24
時
間
介
護
の
必
要
が
な
い
と
の
事
実
認
定
に

は
事
実
誤
認
が
あ
る
、
㋑
ヘ
ル
パ
ー
単
価
が
値
上
げ

さ
れ
て
自
己
負
担
金
が
生
じ
た
と
い
う
事
情
は
、
勘

案
事
項
の
う
ち
障
害
者
等
の
置
か
れ
て
い
る
環
境

（
障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
規
則
12
条
８
号
）
又
は

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
整
備
の
状
況

（
同
条
９
号
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
端
的
に

月
６
２
０
時
間
あ
る
い
は
月
６
５
０
時
間
の
支
給
量

で
は
不
足
す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
か
か
る
事
情

を
考
慮
し
な
い
こ
と
は
考
慮
不
尽
で
あ
る
、
と
主
張

し
ま
し
た
。
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　次
に
、「
２
．
就
寝
時
間
中
の
重
度
訪
問
介
護
の

必
要
性
に
つ
い
て
は
、
医
師
の
意
見
と
い
っ
た
医
学

的
見
地
か
ら
必
要
と
判
断
す
る
意
見
は
な
く
、
支
給

決
定
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
。」
と
の
理

由
に
つ
い
て
、
㋐
Ａ
さ
ん
は
就
寝
し
て
い
る
時
間
帯

の
体
位
交
換
、
寝
具
の
か
け
直
し
や
見
守
り
な
ど
の

支
援
が
必
要
で
あ
り
、
就
寝
時
間
中
を
含
む
24
時
間

介
護
が
必
要
な
状
態
で
あ
る
こ
と
、
㋑
就
寝
時
間
中

の
重
度
訪
問
介
護
の
必
要
性
を
認
め
な
い
判
断
は
以

下
に
述
べ
る
法
令
・
行
政
解
釈
に
も
反
す
る
こ
と
、

を
主
張
し
ま
し
た
。

　す
な
わ
ち
、
障
害
者
総
合
支
援
法
上
、
重
度
訪
問

介
護
は
、「
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
そ
の
他
の
障
害

者
で
あ
っ
て
常
時
介
護
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
き
、
居
宅
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
場
所
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

場
所
に
お
け
る
入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
の
介
護
そ

の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
及
び
外
出
時

に
お
け
る
移
動
中
の
介
護
を
総
合
的
に
供
与
す
る
こ

と
を
い
う
。」
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
重
度
訪
問
介

護
が
比
較
的
長
時
間
に
わ
た
り
総
合
的
か
つ
断
続
的

に
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
見
守
り
等

を
含
む
長
時
間
に
わ
た
る
支
援
を
予
定
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
障
害
者
総
合
支
援

法
５
条
３
項
）。

　行
政
解
釈
に
お
い
て
も
、「
重
度
訪
問
介
護
は
、

比
較
的
長
時
間
に
わ
た
り
、
日
常
生
活
に
生
じ
る

様
々
な
介
護
の
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
見
守
り
等

の
支
援
と
と
も
に
、
身
体
介
護
等
を
総
合
的
か
つ
断

続
的
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
お

り
、
重
度
訪
問
介
護
に
見
守
り
が
含
ま
れ
る
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
２
）。
ま
た
、
行
政
解
釈
で

は
「
深
夜
帯
に
利
用
者
が
就
寝
し
て
い
る
時
間
帯
の

体
位
交
換
、
排
泄
介
助
、
寝
具
の
か
け
直
し
や
見
守

り
な
ど
の
支
援
に
か
か
る
時
間
に
つ
い
て
も
、
医
療

的
ケ
ア
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
利
用
者
一
人
ひ
と
り

の
事
情
を
踏
ま
え
て
適
切
な
支
給
決
定
を
行
う
よ
う
、

管
内
市
町
村
へ
周
知
さ
れ
た
い
。」
と
さ
れ
て
い
る

上
（
注
３
）、
重
度
訪
問
介
護
に
お
け
る
長
時
間
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
時
の
休
憩
時
間
及
び
手
待
ち
時
間
に

つ
い
て
、「
労
働
時
間
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
取

り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
待
ち
時
間
に
つ
い
て

は
、
重
度
訪
問
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
と
し
て

報
酬
算
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
ご
了
知
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
改
め
て
管
内
市
区
町
村
に
対
す
る

周
知
を
徹
底
さ
れ
た
い
。」
と
も
さ
れ
て
い
ま
す
（
注

４
）。　令

和
４
年
７
月
29
日
付
け
却
下
決
定
の
理
由
２
．

は
、
上
記
各
法
令
、
行
政
解
釈
に
反
す
る
も
の
と
い

え
ま
す
。

　さ
ら
に
、
仮
に
、
Ｂ
市
が
、
重
度
訪
問
介
護
の
必

要
性
を
認
め
な
が
ら
、
Ａ
さ
ん
が
他
人
介
護
料
の
支

給
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
支
給
量
を
認

定
し
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
考
慮
す
べ
き
で
な

い
事
項
を
考
慮
し
た
裁
量
権
の
逸
脱
濫
用
が
あ
る
、

と
も
主
張
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
福
島
地
方
裁
判
所

平
成
19
年
９
月
18
日
判
決
（
賃
金
と
社
会
保
障
１
４

５
６
号
54
頁
）
が
、
旧
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ

く
支
援
費
支
給
申
請
に
対
し
て
一
部
不
支
給
決
定
が

さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、「
居
宅
介
護
の
必
要
性
を

認
め
な
が
ら
生
活
保
護
に
よ
る
扶
助
の
存
在
を
理
由

に
、
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
を
拒
否
す
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
支
給
量
を
認
定
し
な
い
こ
と
も
、
考
慮

す
べ
き
で
な
い
事
項
を
考
慮
し
た
裁
量
権
の
逸
脱
が

認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
た
る
。」
と
判
示
し
た
こ
と

を
参
考
に
し
て
い
ま
す
。

　弁
護
士
意
見
書
の
添
付
資
料
と
し
て
は
、
Ａ
さ
ん

の
身
体
障
害
者
手
帳
、
障
害
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
証
、

支
援
者
が
作
成
し
た
自
己
負
担
金
の
試
算
表
、
令
和

４
年
３
月
16
日
主
管
課
長
会
議
資
料
、
福
島
地
方
裁

判
所
平
成
19
年
９
月
18
日
判
決
を
添
付
資
料
と
し
ま

し
た
。

４

　申
請
後
の
経
過

　更
新
申
請
が
支
給
期
間
の
終
期
の
直
前
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、
Ｂ
市
は
、
令
和
４
年
10
月
28
日
、
一
旦
、

月
６
５
０
時
間
の
支
給
決
定
を
行
い
ま
し
た
（
支
給

期
間
は
令
和
４
年
11
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
12
月
31

51 50

� 賃金と社会保障 №1863（2024年12月上旬号）



賄
え
な
く
な
り
、
令
和
４
年
５
月
に
は
14
万
１
４
０

０
円
、
令
和
４
年
６
月
に
は
７
万
５
３
５
０
円
の
自

己
負
担
金
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　そ
こ
で
、
Ａ
さ
ん
は
、
Ｂ
市
に
対
し
て
、
令
和
４

年
５
月
24
日
、
１
日
24
時
間
（
月
７
４
４
時
間
）
に
、

入
浴
時
間
中
の
２
人
介
護
月
30
時
間
を
加
え
た
月
７

７
４
時
間
の
支
給
量
を
求
め
て
支
給
変
更
申
請
を
行

い
ま
し
た
が
、
Ｂ
市
は
、
令
和
４
年
７
月
29
日
、

「
１
．

　身
体
状
態
に
つ
い
て
、
聞
き
取
り
調
査
の

結
果
、
健
康
状
態
に
変
化
が
な
い
と
確
認
で
き
た
た

め
。
２
．
就
寝
時
間
中
の
重
度
訪
問
介
護
の
必
要
性

に
つ
い
て
は
、
医
師
の
意
見
と
い
っ
た
医
学
的
見
地

か
ら
必
要
と
判
断
す
る
意
見
は
な
く
、
支
給
決
定
の

必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
。」
と
の
理
由
で
当

該
申
請
を
却
下
す
る
決
定
を
出
し
ま
し
た
。
な
お
、

Ｂ
市
は
、
入
浴
時
間
中
の
２
人
介
護
の
必
要
性
を
認

め
た
こ
と
か
ら
、
令
和
４
年
８
月
１
日
、
支
給
量
を

月
６
５
０
時
間
と
す
る
決
定
を
し
ま
し
た
。

　Ａ
さ
ん
が
自
己
負
担
金
を
支
払
い
続
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
た
め
、
Ａ
さ
ん
が
一
人
暮
ら
し
を
続
け
て

い
く
た
め
に
は
、
月
７
７
４
時
間
の
支
給
量
を
獲
得

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　そ
こ
で
、
Ａ
さ
ん
は
、
令
和
４
年
８
月
、
支
援
者

を
通
じ
て
当
職
ら
に
相
談
を
行
い
、
介
護
保
障
を
考

え
る
弁
護
士
と
障
害
者
の
会
全
国
ネ
ッ
ト
（
介
護
保

障
ネ
ッ
ト
）
へ
の
依
頼
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　介
護
保
障
ネ
ッ
ト
は
弁
護
団
を
結
成
し
、
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
と
し
て
藤
岡
毅
弁
護
士
（
東
京
弁
護
士
会
）

及
び
長
岡
健
太
郎
弁
護
士
（
兵
庫
県
弁
護
士
会
）
及

び
採
澤
友
香
弁
護
士
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）
が
就

い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　Ａ
さ
ん
の
支
給
期
間
は
令
和
４
年
10
月
31
日
ま
で

と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
弁
護
団
を
結
成
し
た
時
点
で

急
ぎ
更
新
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
時
期
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、
弁
護
団
の
方
針
と
し
て
、
更
新
申
請

で
月
７
７
４
時
間
の
申
請
を
す
る
方
針
を
と
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　弁
護
団
結
成
直
後
か
ら
更
新
申
請
に
添
付
す
る
弁

護
士
意
見
書
の
作
成
に
取
り
掛
か
り
、
令
和
４
年
10

月
17
日
、
Ｂ
市
に
対
し
て
月
７
７
４
時
間
の
申
請
を

行
い
ま
し
た
。
な
お
、
Ａ
さ
ん
の
支
援
が
で
き
る
新

人
ヘ
ル
パ
ー
育
成
の
た
め
、
同
申
請
に
お
い
て
、
１

人
１
２
０
時
間
の
同
行
支
援
（
新
人
ヘ
ル
パ
ー
に
熟

練
ヘ
ル
パ
ー
が
同
行
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う

も
の
）
３
人
分
も
申
請
し
て
い
ま
す
。

３

　弁
護
士
意
見
書
の
要
点

　弁
護
士
意
見
書
の
要
点
は
、
①
こ
れ
ま
で
、
生
活

保
護
の
他
人
介
護
料
大
臣
承
認
及
び
東
京
都
重
度
心

身
障
害
者
手
当
を
受
給
し
な
が
ら
、
24
時
間
介
護
を

実
際
に
受
け
て
生
活
し
て
い
た
か
ら
、
Ａ
さ
ん
に
24

時
間
介
護
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、

②
Ａ
さ
ん
が
生
活
保
護
受
給
者
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
自
己
負
担
金
が
生
じ
る
事
態
と
な
っ
て
お
り
、
Ａ

さ
ん
の
在
宅
生
活
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
24
時

間
介
護
を
認
め
な
い
介
護
支
給
量
を
決
定
す
る
こ
と

は
、
憲
法
、
障
害
者
権
利
条
約
等
で
保
障
さ
れ
て
い

る
「
障
害
者
が
在
宅
で
生
活
す
る
権
利
」
を
侵
害
す

る
、
③
Ｂ
市
の
令
和
４
年
７
月
29
日
付
け
却
下
決
定

に
は
理
由
が
な
い
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　③
Ｂ
市
の
令
和
４
年
７
月
29
日
付
け
却
下
決
定
に

は
理
由
が
な
い
、
と
い
う
主
張
の
具
体
的
内
容
は
以

下
の
と
お
り
で
す
。

　ま
ず
、「
１
．
身
体
状
態
に
つ
い
て
、
聞
き
取
り

調
査
の
結
果
、
健
康
状
態
に
変
化
が
な
い
と
確
認
で

き
た
た
め
。」
と
の
理
由
に
つ
い
て
、
㋐
そ
も
そ
も

Ａ
さ
ん
は
24
時
間
介
護
が
必
要
な
健
康
状
態
で
あ
っ

て
、
24
時
間
介
護
の
必
要
が
な
い
と
の
事
実
認
定
に

は
事
実
誤
認
が
あ
る
、
㋑
ヘ
ル
パ
ー
単
価
が
値
上
げ

さ
れ
て
自
己
負
担
金
が
生
じ
た
と
い
う
事
情
は
、
勘

案
事
項
の
う
ち
障
害
者
等
の
置
か
れ
て
い
る
環
境

（
障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
規
則
12
条
８
号
）
又
は

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
整
備
の
状
況

（
同
条
９
号
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
端
的
に

月
６
２
０
時
間
あ
る
い
は
月
６
５
０
時
間
の
支
給
量

で
は
不
足
す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
か
か
る
事
情

を
考
慮
し
な
い
こ
と
は
考
慮
不
尽
で
あ
る
、
と
主
張

し
ま
し
た
。
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　次
に
、「
２
．
就
寝
時
間
中
の
重
度
訪
問
介
護
の

必
要
性
に
つ
い
て
は
、
医
師
の
意
見
と
い
っ
た
医
学

的
見
地
か
ら
必
要
と
判
断
す
る
意
見
は
な
く
、
支
給

決
定
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
。」
と
の
理

由
に
つ
い
て
、
㋐
Ａ
さ
ん
は
就
寝
し
て
い
る
時
間
帯

の
体
位
交
換
、
寝
具
の
か
け
直
し
や
見
守
り
な
ど
の

支
援
が
必
要
で
あ
り
、
就
寝
時
間
中
を
含
む
24
時
間

介
護
が
必
要
な
状
態
で
あ
る
こ
と
、
㋑
就
寝
時
間
中

の
重
度
訪
問
介
護
の
必
要
性
を
認
め
な
い
判
断
は
以

下
に
述
べ
る
法
令
・
行
政
解
釈
に
も
反
す
る
こ
と
、

を
主
張
し
ま
し
た
。

　す
な
わ
ち
、
障
害
者
総
合
支
援
法
上
、
重
度
訪
問

介
護
は
、「
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
そ
の
他
の
障
害

者
で
あ
っ
て
常
時
介
護
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
き
、
居
宅
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
場
所
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

場
所
に
お
け
る
入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
の
介
護
そ

の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
及
び
外
出
時

に
お
け
る
移
動
中
の
介
護
を
総
合
的
に
供
与
す
る
こ

と
を
い
う
。」
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
重
度
訪
問
介

護
が
比
較
的
長
時
間
に
わ
た
り
総
合
的
か
つ
断
続
的

に
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
見
守
り
等

を
含
む
長
時
間
に
わ
た
る
支
援
を
予
定
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
障
害
者
総
合
支
援

法
５
条
３
項
）。

　行
政
解
釈
に
お
い
て
も
、「
重
度
訪
問
介
護
は
、

比
較
的
長
時
間
に
わ
た
り
、
日
常
生
活
に
生
じ
る

様
々
な
介
護
の
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
見
守
り
等

の
支
援
と
と
も
に
、
身
体
介
護
等
を
総
合
的
か
つ
断

続
的
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
お

り
、
重
度
訪
問
介
護
に
見
守
り
が
含
ま
れ
る
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
２
）。
ま
た
、
行
政
解
釈
で

は
「
深
夜
帯
に
利
用
者
が
就
寝
し
て
い
る
時
間
帯
の

体
位
交
換
、
排
泄
介
助
、
寝
具
の
か
け
直
し
や
見
守

り
な
ど
の
支
援
に
か
か
る
時
間
に
つ
い
て
も
、
医
療

的
ケ
ア
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
利
用
者
一
人
ひ
と
り

の
事
情
を
踏
ま
え
て
適
切
な
支
給
決
定
を
行
う
よ
う
、

管
内
市
町
村
へ
周
知
さ
れ
た
い
。」
と
さ
れ
て
い
る

上
（
注
３
）、
重
度
訪
問
介
護
に
お
け
る
長
時
間
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
時
の
休
憩
時
間
及
び
手
待
ち
時
間
に

つ
い
て
、「
労
働
時
間
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
取

り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
待
ち
時
間
に
つ
い
て

は
、
重
度
訪
問
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
と
し
て

報
酬
算
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
ご
了
知
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
改
め
て
管
内
市
区
町
村
に
対
す
る

周
知
を
徹
底
さ
れ
た
い
。」
と
も
さ
れ
て
い
ま
す
（
注

４
）。　令

和
４
年
７
月
29
日
付
け
却
下
決
定
の
理
由
２
．

は
、
上
記
各
法
令
、
行
政
解
釈
に
反
す
る
も
の
と
い

え
ま
す
。

　さ
ら
に
、
仮
に
、
Ｂ
市
が
、
重
度
訪
問
介
護
の
必

要
性
を
認
め
な
が
ら
、
Ａ
さ
ん
が
他
人
介
護
料
の
支

給
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
支
給
量
を
認

定
し
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
考
慮
す
べ
き
で
な

い
事
項
を
考
慮
し
た
裁
量
権
の
逸
脱
濫
用
が
あ
る
、

と
も
主
張
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
福
島
地
方
裁
判
所

平
成
19
年
９
月
18
日
判
決
（
賃
金
と
社
会
保
障
１
４

５
６
号
54
頁
）
が
、
旧
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ

く
支
援
費
支
給
申
請
に
対
し
て
一
部
不
支
給
決
定
が

さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、「
居
宅
介
護
の
必
要
性
を

認
め
な
が
ら
生
活
保
護
に
よ
る
扶
助
の
存
在
を
理
由

に
、
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
を
拒
否
す
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
支
給
量
を
認
定
し
な
い
こ
と
も
、
考
慮

す
べ
き
で
な
い
事
項
を
考
慮
し
た
裁
量
権
の
逸
脱
が

認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
た
る
。」
と
判
示
し
た
こ
と

を
参
考
に
し
て
い
ま
す
。

　弁
護
士
意
見
書
の
添
付
資
料
と
し
て
は
、
Ａ
さ
ん

の
身
体
障
害
者
手
帳
、
障
害
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
証
、

支
援
者
が
作
成
し
た
自
己
負
担
金
の
試
算
表
、
令
和

４
年
３
月
16
日
主
管
課
長
会
議
資
料
、
福
島
地
方
裁

判
所
平
成
19
年
９
月
18
日
判
決
を
添
付
資
料
と
し
ま

し
た
。

４

　申
請
後
の
経
過

　更
新
申
請
が
支
給
期
間
の
終
期
の
直
前
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、
Ｂ
市
は
、
令
和
４
年
10
月
28
日
、
一
旦
、

月
６
５
０
時
間
の
支
給
決
定
を
行
い
ま
し
た
（
支
給

期
間
は
令
和
４
年
11
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
12
月
31
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日
ま
で
と
さ
れ
ま
し
た
。）。

　ま
た
、
Ｂ
市
か
ら
、
医
師
の
意
見
書
を
追
加
提
出

し
て
ほ
し
い
旨
の
連
絡
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
医
師

の
意
見
書
を
準
備
し
、
令
和
４
年
11
月
９
日
に
提
出

し
ま
し
た
。
医
師
意
見
書
に
は
、
夜
間
介
護
も
含
め

24
時
間
介
護
が
必
要
で
あ
る
旨
記
載
さ
れ
て
い
ま
し

た
。　本

件
は
令
和
４
年
12
月
19
日
に
開
催
さ
れ
た
審
査

会
で
諮
ら
れ
、
令
和
４
年
12
月
27
日
付
け
で
月
７
７

４
時
間
の
支
給
決
定
が
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
同
行

支
援
３
人
分
３
６
０
時
間
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　な
お
、
令
和
４
年
10
月
28
日
に
、
令
和
４
年
７
月

29
日
付
け
却
下
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求
を
行
っ
て

い
ま
し
た
が
、
月
７
７
４
時
間
の
支
給
決
定
が
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
、
令
和
５
年
２
月
26
日
に
審
査
請
求

を
取
り
下
げ
ま
し
た
。

５

　本
件
の
意
義

　本
件
は
、
弁
護
団
結
成
か
ら
わ
ず
か
１
ヶ
月
半
で

申
請
を
行
い
、
早
期
に
申
請
時
間
全
部
が
認
め
ら
れ

た
こ
と
で
、
Ａ
さ
ん
が
在
宅
生
活
を
継
続
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
提
出
し
た
資
料
は
必
ず
し
も
多

く
な
い
も
の
の
、
迅
速
に
動
く
こ
と
で
解
決
で
き
る

件
が
あ
る
こ
と
を
示
せ
た
点
に
本
件
の
意
義
が
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
令
和
４
年
10
月
３
日
に
当
職
ら

が
所
属
す
る
事
務
所
が
引
越
し
を
し
て
お
り
、
担
当

弁
護
士
と
し
て
は
苦
し
い
時
期
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、

成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
と
感
じ
て

い
ま
す
。

　ま
た
、
本
件
は
、
従
前
は
生
活
保
護
の
他
人
介
護

料
大
臣
承
認
と
い
う
他
制
度
で
賄
わ
れ
て
い
た
月
１

２
４
時
間
に
つ
い
て
も
重
度
訪
問
介
護
と
し
て
認
め

ら
れ
た
点
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　さ
ら
に
、
本
件
は
、
令
和
４
年
３
月
16
日
の
主
管

課
長
会
議
資
料
で
新
し
く
記
述
が
追
加
さ
れ
た
手
待

ち
時
間
の
記
述
も
含
め
、
主
管
課
長
会
議
資
料
を
活

用
し
て
交
渉
が
で
き
た
件
で
も
あ
り
ま
す
。
主
管
課

長
会
議
資
料
は
毎
年
公
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
都
度

チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　な
お
、
生
活
保
護
の
他
人
介
護
料
大
臣
承
認
の
制

度
自
体
、
あ
ま
り
周
知
が
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の

で
、
本
事
例
が
制
度
周
知
の
一
助
に
な
れ
ば
と
思
い

ま
す
。　注

�

　１

　東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
を
ヘ
ル
パ
ー

代
の
支
払
い
に
充
て
て
い
る
場
合
、
生
活
保
護
の
収

入
認
定
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
（
東
京
都
生

活
保
護
運
用
事
例
集
（
令
和
３
年
６
月
改
訂
版
）
問

７
―
28
（
２
８
９
～
２
９
０
頁
）（
本
号
65
～
66
頁
））。

�

　２

　令
和
４
年
３
月
16
日
障
害
保
健
福
祉
関
係
主

管
課
長
会
議
資
料
74
頁
（
本
号
61
頁
）

�

　３

　令
和
４
年
３
月
16
日
障
害
保
健
福
祉
関
係
主

管
課
長
会
議
資
料
75
頁
（
本
号
62
頁
）

�

　４

　令
和
４
年
３
月
16
日
障
害
保
健
福
祉
関
係
主

管
課
長
会
議
資
料
76
頁
（
本
号
63
頁
）。
な
お
、
当
該

記
述
は
令
和
４
年
３
月
16
日
の
資
料
で
新
し
く
追
加

さ
れ
た
記
述
で
す
。

　（あ
き
の
・
た
つ
ひ
こ

　は
た
の
・
ひ
ろ
き
）
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意意 見見 書書

令和４年１０月１７日

Ｂ市役所××部××課 御中

申請者 Ａ

上記申請者代理人 （主任）弁護士 幡野博基 弁護士 秋野達彦

弁護士 長岡健太郎 弁護士 藤岡毅 弁護士 採澤友香

申請者は、下記の理由から、月７７４時間の重度訪問介護の介護給付費及

び１人１２０時間の同行支援３人分を求める。

記

第１ 申請者について

申請者は、昭和３５年×月×日にＣ県において出生した。

申請者は、出生時より脳性麻痺を罹患し、昭和３９年６月１２日に身

体障害者手帳の交付を受けた（資料１ 身体障害者手帳）。

申請者は、平成元年頃からＣ県において一人暮らしを始めるようにな

った。

平成１２年頃、申請者は脳梗塞で倒れ、脳梗塞の後遺症で障害が重度

化したことから、申請者はＣ県内の実家に帰り、申請者の両親とともに

生活をした。

平成１７年頃から東京都Ｂ市に転入し、自立生活を再開し、現在に至

る。なお、申請者は、生活保護を受給している。

現在、申請者は、脳性麻痺及び脳梗塞の後遺症により、両上肢機能障

害（１級）、両下肢機能障害（１級）、音声機能障害（３級）の認定を受

け、身体障害者手帳（１級）の交付を受けている（資料１ 身体障害者

手帳）。また、申請者は、障害支援区分６の認定を受けており、令和４年

７月３１日までは月６２０時間の重度訪問介護の介護給付費の支給を

受け（資料２―１ 受給者証（月６２０時間））、令和４年８月１日から

は、週３回の入浴時の２人介助が認められたことにより月６５０時間の

重度訪問介護の介護給付費の支給を受けている（資料２―２ 受給者証

（月６５０時間））。
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第２ 申請者に月７７４時間の支給量を認めるべきであること

１ ２４時間介護が必要であること

⑴  ２４時間介護の必要性
申請者は、脳性麻痺及び脳梗塞後遺症のため、重度の四肢障害があり、

ほぼ全廃の状態である。そのため、移動、食事、補水、更衣、排泄、整

容、入浴などの日常生活動作の全てが全介助の状態である。また、申請

者は、咀嚼障害・嚥下機能障害のため、食事介助に際して刻み食等の嚥

下調整食を摂る必要がある。そして、申請者は、言語機能障害のため、

意思疎通にあたってはトーキングエイドと呼ばれる意思伝達装置や文

字盤を用いる必要がある。このほか、申請者は、姿勢を調整することが

できないため、車椅子に乗車した際や、ベッド上の生活で、同じ身体部

位が圧迫される状態が続くと、疼痛や褥瘡の原因となるため、昼夜問わ

ず姿勢調整が必要となる。

このほか、就寝時間中、寝具のかけ直しや見守りなどの支援が必要で

ある。

申請者は、これらの障害のため、生活全般に介助が必要な状態であり、

就寝時間中を含め１日２４時間介護、及び、週３回の入浴時には２人介

助（月７７４時間）が必要な状態である。

⑵これまで月６２０時間（令和４年８月１日からは月６５０時間）の支

給量で生活できていたことが２４時間介護の必要性を否定する理由に

はならないこと

申請者は、これまで、障害者総合支援法が施行された平成２５年４月

から、障害認定区分６の認定を受け、月６２０時間（令和４年８月１日

からは月６５０時間）の重度訪問介護の支給決定を受けていた。もっと

も、このことは、申請者に１日２４時間介護が必要ないことを示すもの

ではない。

なぜなら、申請者は、これまで、月６２０時間（令和４年８月１日以

降は月６５０時間）の重度訪問介護の支給決定を受けていたほか、生活

保護の他人介護料大臣承認（月１８万５２００円）及び東京都重度心身

障害者手当（月額６万円）を受けることで不足部分のヘルパー費用を賄

い、１日２４時間介護を実際に受けていたからである。

したがって、これまで月６２０時間（令和４年８月１日以降は月６５

０時間）の重度訪問介護の支給量を受けて生活していたことは、２４時

間介護の必要性を否定する根拠にはならない。
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第２ 申請者に月７７４時間の支給量を認めるべきであること

１ ２４時間介護が必要であること

⑴  ２４時間介護の必要性
申請者は、脳性麻痺及び脳梗塞後遺症のため、重度の四肢障害があり、

ほぼ全廃の状態である。そのため、移動、食事、補水、更衣、排泄、整

容、入浴などの日常生活動作の全てが全介助の状態である。また、申請

者は、咀嚼障害・嚥下機能障害のため、食事介助に際して刻み食等の嚥

下調整食を摂る必要がある。そして、申請者は、言語機能障害のため、

意思疎通にあたってはトーキングエイドと呼ばれる意思伝達装置や文

字盤を用いる必要がある。このほか、申請者は、姿勢を調整することが

できないため、車椅子に乗車した際や、ベッド上の生活で、同じ身体部

位が圧迫される状態が続くと、疼痛や褥瘡の原因となるため、昼夜問わ

ず姿勢調整が必要となる。

このほか、就寝時間中、寝具のかけ直しや見守りなどの支援が必要で

ある。

申請者は、これらの障害のため、生活全般に介助が必要な状態であり、

就寝時間中を含め１日２４時間介護、及び、週３回の入浴時には２人介

助（月７７４時間）が必要な状態である。

⑵これまで月６２０時間（令和４年８月１日からは月６５０時間）の支

給量で生活できていたことが２４時間介護の必要性を否定する理由に

はならないこと

申請者は、これまで、障害者総合支援法が施行された平成２５年４月

から、障害認定区分６の認定を受け、月６２０時間（令和４年８月１日

からは月６５０時間）の重度訪問介護の支給決定を受けていた。もっと

も、このことは、申請者に１日２４時間介護が必要ないことを示すもの

ではない。

なぜなら、申請者は、これまで、月６２０時間（令和４年８月１日以

降は月６５０時間）の重度訪問介護の支給決定を受けていたほか、生活

保護の他人介護料大臣承認（月１８万５２００円）及び東京都重度心身

障害者手当（月額６万円）を受けることで不足部分のヘルパー費用を賄

い、１日２４時間介護を実際に受けていたからである。

したがって、これまで月６２０時間（令和４年８月１日以降は月６５

０時間）の重度訪問介護の支給量を受けて生活していたことは、２４時

間介護の必要性を否定する根拠にはならない。

むしろ、申請者は、これまで、生活保護の他人介護料大臣承認及び東

京都重度心身障害者手当を受給しながら、２４時間介護を実際に受けて

生活していたのであるから、２４時間介護が必要であることは明らかで

ある。

２ 申請者に２４時間介護を認めないことが、障害者が在宅で生活する権

利を侵害すること

⑴法令上、障害者が在宅で生活する権利が保障されていること

障害者が自宅での生活を希望し、居住し続けることは、憲法１３条に

おける幸福追求権（自己決定権）及び同法２２条の居住移転の自由とし

て保障される重要な権利であり、基本的人権である。

また、日本が平成２６年１月２０日に批准し同年２月１９日に国内的

効力が発行した障害者権利条約１９条（自立した生活及び地域社会への

包容）は、「この条約の締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の

機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるも

のとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に

包容され、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置

をとる。」と定めて、障害者に「地域社会で生活する平等の権利」を認め

るとともに、条約の締約国に対し、障害者が地域社会で生活する権利を

享受するための「効果的かつ適当な措置をとる」を義務付けた上、「効果

的かつ適当な措置」について、同条（ａ）において「障害者が，他の者

との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを

選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負

わないこと」と定めて在宅で生活をする権利を具体的に定めている。

加えて、障害者基本法３条は全ての障害者について「障害者でない者

と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、そ

の尊厳にふさわしい生活を保障される権利」を認め、同法１４条５項は

「国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーシ

ョンの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限りその身近な場所

においてこれらを受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、

その人権を十分に尊重しなければならない。」と規定して、国や地方公共

団体に対し、最も身近な場所である自宅において介護給付を受けられる

よう必要は施策を講じることを義務付けている。

障害者総合支援法１条もまた、全ての障害者及び障害児について、「相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため・・可
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能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営む

ための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること

及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会

において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及

び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような

社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資する

ことを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。」と定めて、

在宅で生活をする権利を定めており、国に対し障害者にとって日常生活

の障壁となるような制度、慣行の除去を義務付けている。

以上のとおり、憲法、障害者権利条約、障害者基本法、障害者総合支

援法の各規定からすると、障害者が在宅で生活する権利があり、国や地

方自治体には障害者が身近な場所で必要な生活をするために必要な在

宅サービスを行う義務があることは明らかである。

⑵申請者が在宅で生活する権利が侵害されていること

申請者は、第２・１⑵で前述したとおり、障害者総合支援法が施行さ

れた平成２５年４月から、障害認定区分６の認定を受け、月６２０時間

の重度訪問介護の支給決定を受けていた。その他、申請者は、生活保護

の他人介護料大臣承認（月１８万５２００円）及び東京都重度心身障害

者手当（月額６万円）を受給し、重度訪問介護の不足時間部分のヘルパ

ー費用の支払いに充て、事実上１日２４時間介護を受けていた。

令和４年４月及び５月頃、申請者が利用するヘルパー事業所のうち、

〇〇、△△、□□の３事業所がヘルパー単価を値上げした。

そのため、申請者は、生活保護の他人介護料大臣承認及び東京都重度

心身障害者手当ではヘルパー費用を賄えなくなり、令和４年５月には１

４万１４００円、令和４年６月には７万５３５０円の自己負担金が生じ

ることとなった（資料３ 年間介助料自己負担額試算表）。なお、申請者

は、令和４年８月１日から月６５０時間に支給量が増加されたが、この

ことを踏まえても、１月あたりの日数が３１日ある月では約７万３９０

０円、１月あたりの日数が３０日の月では約７８５０円の自己負担が生

じることとなる（資料３ 年間介助料自己負担額試算表）。

このように、現状、申請者が生活保護受給者であるにも関わらず自己

負担金が生じる事態となっており、申請者の在宅生活が脅かされている。

したがって、２４時間介護を認めない介護支給量を決定することは、

第２・２⑴で述べた憲法、条約及び各法律に明らかに違反し、障害者が
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能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営む

ための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること

及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会

において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及

び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような

社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資する

ことを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。」と定めて、

在宅で生活をする権利を定めており、国に対し障害者にとって日常生活

の障壁となるような制度、慣行の除去を義務付けている。

以上のとおり、憲法、障害者権利条約、障害者基本法、障害者総合支

援法の各規定からすると、障害者が在宅で生活する権利があり、国や地

方自治体には障害者が身近な場所で必要な生活をするために必要な在

宅サービスを行う義務があることは明らかである。

⑵申請者が在宅で生活する権利が侵害されていること

申請者は、第２・１⑵で前述したとおり、障害者総合支援法が施行さ

れた平成２５年４月から、障害認定区分６の認定を受け、月６２０時間

の重度訪問介護の支給決定を受けていた。その他、申請者は、生活保護

の他人介護料大臣承認（月１８万５２００円）及び東京都重度心身障害

者手当（月額６万円）を受給し、重度訪問介護の不足時間部分のヘルパ

ー費用の支払いに充て、事実上１日２４時間介護を受けていた。

令和４年４月及び５月頃、申請者が利用するヘルパー事業所のうち、

〇〇、△△、□□の３事業所がヘルパー単価を値上げした。

そのため、申請者は、生活保護の他人介護料大臣承認及び東京都重度

心身障害者手当ではヘルパー費用を賄えなくなり、令和４年５月には１

４万１４００円、令和４年６月には７万５３５０円の自己負担金が生じ

ることとなった（資料３ 年間介助料自己負担額試算表）。なお、申請者

は、令和４年８月１日から月６５０時間に支給量が増加されたが、この

ことを踏まえても、１月あたりの日数が３１日ある月では約７万３９０

０円、１月あたりの日数が３０日の月では約７８５０円の自己負担が生

じることとなる（資料３ 年間介助料自己負担額試算表）。

このように、現状、申請者が生活保護受給者であるにも関わらず自己

負担金が生じる事態となっており、申請者の在宅生活が脅かされている。

したがって、２４時間介護を認めない介護支給量を決定することは、

第２・２⑴で述べた憲法、条約及び各法律に明らかに違反し、障害者が

在宅で生活する権利を侵害するものであって、その不利益が現実化して

いるから、２４時間介護を認めない介護支給量を決定することは裁量権

の逸脱・濫用となることは明らかである。

３ Ｂ市の令和４年７月２９日付け却下決定には理由がないこと

⑴  はじめに
申請者は、令和 年４月及び５月頃、申請者が利用するヘルパー事業

所のうち３事業所がヘルパー単価を値上げし、自己負担金が生じるよう

になったことから、Ｂ市に対して、令和４年５月２４日、１日２４時間

×３１日に入浴時間の２人介護月３０時間を加えた月７７４時間支給量

を求め、障害者総合支援法２４条１項に基づく支給変更申請を行った。

しかしながら、Ｂ市は、令和４年７月２９日、「１ 身体状態について、

聞き取り調査の結果、健康状態に変化がないと確認できたため。 ２

就寝時間中の重度訪問介護の必要性については、医師の意見といった医

学的見地から必要と判断する意見はなく、支給決定の必要性が認められ

ないため。」との理由で当該申請を却下する決定を出した（資料４ 却下

決定通知書）。なお、Ｂ市は、入浴時間中の２人介護の必要性を認めたこ

とから、令和４年８月１日、支給量を月６５０時間とする決定をした（資

料２―２ 受給者証（月６５０時間））。

しかしながら、かかる理由は、いずれも月７７４時間の支給量を認め

ない根拠とはならない。

以下、詳述する。

⑵  「１ 身体状態について、聞き取り調査の結果、健康状態に変化がな

いと確認できたため。」との理由について

そもそも、申請者に２４時間介護が必要な健康状態であることは第

２・１で述べたとおりであるから、聞き取り調査の結果健康状態に変

化がないと確認できたことを根拠に月７７４時間の支給量を認めない

のは事実誤認である。

また、他の勘案事項との関係でも、申請者には支給量を増加する必

要性があることは明らかである。

すなわち、支給決定においては、障害者総合支援法２２条１項によ

り、厚生労働省令で定める事項（規則１２条各号）を勘案して行うこ

ととされているが、この勘案事項は、障害児に関する規定を除くと、

①障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状

況
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②障害者等の介護を行う者の状況

③障害者等に関する介護給付費等の受給の状況

④障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービス

を利用している場合には，その利用の状況

⑤障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状

況

⑥障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意

向の具体的内容

⑦障害者等の置かれている環境

⑧障害福祉サービスの提供体制の整備の状況

などとされている。

第２・２⑵で述べたとおり、令和４年４月及び５月頃、申請者が利

用するヘルパー事業所のうち、〇〇、△△、□□の３事業所がヘルパ

ー単価を値上げした。申請者は、これまで、生活保護他人介護料大臣

承認及び東京都重度心身障害者手当を受給することでヘルパー費用を

賄っていたところ、ヘルパー単価の値上げによってヘルパー費用が賄

えなくなり、令和４年５月には１４万１４００円、令和４年６月には

７万５３５０円の自己負担金が生じることとなった（資料３ 年間介

助料自己負担額試算表）。令和４年８月１日から月６５０時間に支給量

が増加されたことを踏まえても、申請者が生活保護受給者であるにも

関わらず、１月あたりの日数が３１日ある月では約７万３９００円、

１月あたりの日数が３０日の月では約７８５０円の自己負担が生じる

こととなる（資料３ 年間介助料自己負担額試算表）。かかる事情は、

勘案事項のうち⑦障害者等の置かれている環境又は⑧障害福祉サービ

スの提供体制の整備の状況に関するものであり、端的に月６２０時間

あるいは月６５０時間の支給量では不足することを示している。

これらの事情を考慮すれば、単に聞き取り調査の結果健康状態に変

化がないと確認できたことを根拠として申請を却下したことが考慮不

尽であることは明らかである。

⑶  「２ 就寝時間中の重度訪問介護の必要性については、医師の意見

といった医学的見地から必要と判断する意見はなく、支給決定の必

要性が認められないため。」との理由について

申請者には、就寝している時間帯の体位交換、寝具のかけ直しや見守

りなどの支援が必要であり、就寝時間中を含む２４時間介護が必要な状
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②障害者等の介護を行う者の状況

③障害者等に関する介護給付費等の受給の状況

④障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービス

を利用している場合には，その利用の状況

⑤障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状

況

⑥障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意

向の具体的内容

⑦障害者等の置かれている環境

⑧障害福祉サービスの提供体制の整備の状況

などとされている。

第２・２⑵で述べたとおり、令和４年４月及び５月頃、申請者が利

用するヘルパー事業所のうち、〇〇、△△、□□の３事業所がヘルパ

ー単価を値上げした。申請者は、これまで、生活保護他人介護料大臣

承認及び東京都重度心身障害者手当を受給することでヘルパー費用を

賄っていたところ、ヘルパー単価の値上げによってヘルパー費用が賄

えなくなり、令和４年５月には１４万１４００円、令和４年６月には

７万５３５０円の自己負担金が生じることとなった（資料３ 年間介

助料自己負担額試算表）。令和４年８月１日から月６５０時間に支給量

が増加されたことを踏まえても、申請者が生活保護受給者であるにも

関わらず、１月あたりの日数が３１日ある月では約７万３９００円、

１月あたりの日数が３０日の月では約７８５０円の自己負担が生じる

こととなる（資料３ 年間介助料自己負担額試算表）。かかる事情は、

勘案事項のうち⑦障害者等の置かれている環境又は⑧障害福祉サービ

スの提供体制の整備の状況に関するものであり、端的に月６２０時間

あるいは月６５０時間の支給量では不足することを示している。

これらの事情を考慮すれば、単に聞き取り調査の結果健康状態に変

化がないと確認できたことを根拠として申請を却下したことが考慮不

尽であることは明らかである。

⑶  「２ 就寝時間中の重度訪問介護の必要性については、医師の意見

といった医学的見地から必要と判断する意見はなく、支給決定の必

要性が認められないため。」との理由について

申請者には、就寝している時間帯の体位交換、寝具のかけ直しや見守

りなどの支援が必要であり、就寝時間中を含む２４時間介護が必要な状

態であることは第２・１⑴で述べたとおりである。

そして、かかる申請者の就寝時間中の重度訪問介護の必要性を認めな

い判断は、以下に述べる法令・行政解釈にも反する判断である。

すなわち、障害者総合支援法上、重度訪問介護は、「重度の肢体不自由

者その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令

で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として厚生労働省令

で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省

令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与する

ことをいう。」と定義されており、重度訪問介護が比較的長時間にわたり

総合的かつ断続的に提供されるものであり、基本的に見守り等を含む長

時間にわたる支援を予定したものであることが示されている（障害者総

合支援法５条３項）。行政解釈においても、「重度訪問介護は、比較的長

時間にわたり、日常生活に生じる様々な 介護の事態に対応するための

見守り等の支援とともに、身体介護等を 総合的かつ断続的に提供する

サービスである」とされており、重度訪問介護に見守りが含まれること

を明記している（資料５ 令和４年３月１６日主管課長会議資料）。申請

者には就寝時間中の見守りが必要であることから、就寝時間中の重度訪

問介護の必要性を認めない判断をすることは、かかる行政解釈に反する

ものである。

また、就寝している時間帯の体位交換、寝具のかけ直しや見守りなど

の支援が必要な申請者に対して、就寝時間中の重度訪問介護の必要性を

認めない判断をすることは、行政解釈において「深夜帯に利用者が就寝

している時間帯の体位交換、排泄介助、 寝具のかけ直しや見守りなどの

支援にかかる時間についても、医療的ケアの有無だけでなく、利用者一

人ひとりの事情を踏まえて適切な支 給決定を行うよう、管内市町村へ

周知されたい。」とされていることに反する（資料５ 令和４年３月１６

日主管課長会議資料）。

さらに、申請者の就寝時間中の重度訪問介護の必要性を認めない判断

をすることは、行政解釈において、重度訪問介護における長時間のサー

ビス提供時の休憩時間及び手待ち時間について、「労働時間に含まれる

ものとして取り扱わなければならない手待ち時間については、重度訪問

介護のサービス提供時間として報酬算定を行う必要があるので、ご了知

いただくとともに、改めて管内市区町村に対する周知を徹底されたい。」

とされていることにも反する（資料５ 令和４年３月１６日主管課長会
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議資料）。

したがって、「２ 就寝時間中の重度訪問介護の必要性については、医

師の意見といった医学的見地から必要と判断する意見はなく、支給決定

の必要性が認められないため。」との理由には全く根拠がなく、裁量権の

逸脱・濫用であることが明らかである。

⑷  生活保護法に基づく扶助を勘案していた場合には違法であること
仮に、Ｂ市が、重度訪問介護の必要性を認めながら、申請者が他人介

護料の支給を受けていることを理由として支給量を認定しなかったの

だとすれば、考慮すべきでない事項を考慮した裁量権の逸脱濫用が認め

られる。このことは、福島地方裁判所平成１９年９月１８日判決（賃金

と社会保障１４５６号５４頁）が、旧身体障害者福祉法に基づく支援費

支給申請に対して一部不支給決定がされた事案において「居宅介護の必

要性を認めながら生活保護による扶助の存在を理由に、居宅生活支援費

の支給を拒否することはもちろん、支給量を認定しないことも、考慮す

べきでない事項を考慮した裁量権の逸脱が認められる場合にあたる。」

と判示したことからも明らかである（資料６ 賃金と社会保障１４５６

号・６６頁）。

⑸  小括
したがって、Ｂ市が令和４年７月２９日に申請者の障害者総合支援法

２４条１項に基づく支給変更申請に対して却下決定を出したことには

全く根拠がない。

４ まとめ

したがって、申請者に月７７４時間の支給量を認めるべきである。

第３ 同行支援の必要性

在宅での生活を継続する場合には，新人ヘルパーの教育も欠かせない

ため、１人１２０時間の同行支援３人分も加算支給する必要がある。

上記以上の人数が必要になった場合には、市と協議する。

第４ 結論

以上のとおり、申請者は、月７７４時間の重度訪問介護の介護給付費

及び１人１２０時間の同行支援３人分を求める。

なお、貴庁において本申請に対し真摯な検討を行い、申請どおりの支

給決定をされるものと期待するが、万一、申請者の求める支給量より少

ない支給量に係る支給決定をする場合には、理由の付記が必要であるか

ら、決定に際しては書面で理由を示されたい。 以上
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ア 重度訪問介護等に係る支給決定事務については、「重度訪問介護等の適

正な支給決定について」（平成 年２月 日付事務連絡）において留意

すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めて

御留意の上、対応していただきたい。

（ア）重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在し、身体介護、家事援助、

日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支

援及び外出介護等のサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、１

日につき３時間を超える支給決定を基本とすること。なお、個々の支

給量は、当該利用者にどのような支援が必要かを個別具体的に判断す

るべきものであり、一律に３時間の支給決定とする扱いをしないよう、

留意されたい。

（イ）平成 年４月より、重度訪問介護の報酬単価について、サービス提

供時間の区分を 分単位に細分化したところであるが、これは、利

用者が必要とするサービス量に即した給付とするためのものであり、

重度訪問介護の想定している「同一箇所に長時間滞在しサービス提供

を行うという業務形態」の変更を意味するものではなく、サービスが

１日に複数回行われる場合の１回当たりのサービスについて 分単

位等の短時間で行うことを想定しているものではないこと。

（ウ）利用者から「短時間かつ１日複数回にわたるサービスで、本来、居

宅介護として支給決定されるはずのサービスが重度訪問介護として

支給決定を受けたことにより、適切なサービスの提供がされない。」と

いった声が寄せられているところである。

短時間集中的な身体介護を中心とするサービスを１日に複数回行う

場合の支給決定については、原則として、重度訪問介護ではなく、居

宅介護として支給決定すること。

（エ）重度訪問介護は、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な

介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護等を

総合的かつ断続的に提供するサービスであるが、利用者から「日常生

活に生じる様々な介護の事態に対応する見守りを含むサービスを希

望しているにもかかわらず、見守りを除いた身体介護や家事援助に必

要な時間分のみしか重度訪問介護として支給決定を受けられない。介

護保険を参考に一律にサービス内容を制限されている。」といった声

が寄せられているところである。

重度訪問介護は、介護保険の訪問介護と違い、見守り等を含む比較

的長時間にわたる支援を想定しているものであることから、利用者一

人ひとりの障害の状態、その他の心身の状況及び利用意向等を踏まえ

て適切な運用及び支給量の設定を行うこと。

なお、「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」（平成

年 月 日付老振第 号）は、重度訪問介護には適用又は準用され
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議資料）。

したがって、「２ 就寝時間中の重度訪問介護の必要性については、医

師の意見といった医学的見地から必要と判断する意見はなく、支給決定

の必要性が認められないため。」との理由には全く根拠がなく、裁量権の

逸脱・濫用であることが明らかである。

⑷  生活保護法に基づく扶助を勘案していた場合には違法であること
仮に、Ｂ市が、重度訪問介護の必要性を認めながら、申請者が他人介

護料の支給を受けていることを理由として支給量を認定しなかったの

だとすれば、考慮すべきでない事項を考慮した裁量権の逸脱濫用が認め

られる。このことは、福島地方裁判所平成１９年９月１８日判決（賃金

と社会保障１４５６号５４頁）が、旧身体障害者福祉法に基づく支援費

支給申請に対して一部不支給決定がされた事案において「居宅介護の必

要性を認めながら生活保護による扶助の存在を理由に、居宅生活支援費

の支給を拒否することはもちろん、支給量を認定しないことも、考慮す

べきでない事項を考慮した裁量権の逸脱が認められる場合にあたる。」

と判示したことからも明らかである（資料６ 賃金と社会保障１４５６
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したがって、Ｂ市が令和４年７月２９日に申請者の障害者総合支援法
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４ まとめ
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ため、１人１２０時間の同行支援３人分も加算支給する必要がある。
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第４ 結論

以上のとおり、申請者は、月７７４時間の重度訪問介護の介護給付費

及び１人１２０時間の同行支援３人分を求める。

なお、貴庁において本申請に対し真摯な検討を行い、申請どおりの支

給決定をされるものと期待するが、万一、申請者の求める支給量より少
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ら、決定に際しては書面で理由を示されたい。 以上
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（ウ）利用者から「短時間かつ１日複数回にわたるサービスで、本来、居
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支給決定を受けたことにより、適切なサービスの提供がされない。」と

いった声が寄せられているところである。

短時間集中的な身体介護を中心とするサービスを１日に複数回行う

場合の支給決定については、原則として、重度訪問介護ではなく、居

宅介護として支給決定すること。

（エ）重度訪問介護は、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な

介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護等を

総合的かつ断続的に提供するサービスであるが、利用者から「日常生

活に生じる様々な介護の事態に対応する見守りを含むサービスを希

望しているにもかかわらず、見守りを除いた身体介護や家事援助に必

要な時間分のみしか重度訪問介護として支給決定を受けられない。介

護保険を参考に一律にサービス内容を制限されている。」といった声

が寄せられているところである。

重度訪問介護は、介護保険の訪問介護と違い、見守り等を含む比較

的長時間にわたる支援を想定しているものであることから、利用者一

人ひとりの障害の状態、その他の心身の状況及び利用意向等を踏まえ

て適切な運用及び支給量の設定を行うこと。

なお、「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」（平成

年 月 日付老振第 号）は、重度訪問介護には適用又は準用され
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ないことに留意されたい。

また、深夜帯に利用者が就寝している時間帯の体位交換、排泄介助、

寝具のかけ直しや見守りなどの支援にかかる時間についても、医療的

ケアの有無だけでなく、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支

給決定を行うよう、管内市町村へ周知されたい。

イ 同一箇所に長時間滞在し、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応す

るための見守り等の支援も含めた長時間の支援を必要とする者に対して

居宅介護の支給決定がされている事例も散見されている。

居宅介護は短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて高

い単価設定としているため、ヘルパーが行う支援内容を具体的に把握した

上で、適切なサービスを支給決定するようお願いしたい。

③③居居宅宅介介護護ににおおけけるる通通院院等等介介助助等等ににつついいてて

居宅介護における通院等介助については、「平成 年４月以降における

通院等介助の取扱いについて」（平成 年４月 日付厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）において、「病院内の移動等の介

助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場

合により算定対象となる。」等をお示ししているところである。

具体的には、適切なアセスメント等を行った上で、①院内スタッフ等に

よる対応が難しく、②利用者が介助を必要とする心身の状態であること等

が考えられる。利用者が介助を必要とする心身の状態である場合は、例え

ば、

・院内の移動に介助が必要な場合

・知的・行動障害等のため見守りが必要な場合

・排せつ介助を必要とする場合

等が想定されるので、参考としていただきたい。

なお、上記具体例については、従来算定対象としていた行為を制限する

趣旨ではない。

また、通院の介助は、同行援護や行動援護により行うことも可能であり、

これらと通院等介助の利用に優先関係は無いため、利用者の意向等を勘案

し、適切なサービスの支給決定をお願いしたい。

④④支支給給決決定定のの際際にに勘勘案案すすべべきき事事項項ににつついいてて

障害福祉サービスの支給要否決定は、障害支援区分だけでなく、障害者

等の置かれている環境やサービスの利用に関する意向の具体的内容等の

事項を勘案して行うこととされている。

これらの勘案事項のうち介護を行う者の状況については、介護を行う者

の有無、年齢、心身の状況等を勘案して支給決定することとしている。こ

れは、介護を行う者がいる場合には居宅介護等の介護給付費の支給を行わ

ないという趣旨ではない旨は、「介護給付費等の支給決定等について」（平
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成 年３月 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）で既

にお示ししているところであるが、平成 年度にこの通知を改正し、改

めてその旨周知しているので、介護給付費の支給決定に当たっては、介護

を行う者の状況に配慮した上で行っていただくよう留意されたい。

また、居宅介護等の障害児について、保護者がいることのみをもって一

律に不支給とする取り扱いとすることのないよう、留意願いたい。

このほか、「「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の

連携プロジェクトチーム」のとりまとめ報告について」（令和３年５月

日付厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室ほか連名事

務連絡）が発出され、ヤングケアラーへのより一層の配慮が求められるこ

ととされたことを踏まえ、介護を行う者の状況の判断に当たっては、ヤン

グケアラーの介護負担についても十分に配慮されたい。

（（６６））居居宅宅介介護護（（家家事事援援助助））ににおおけけるる育育児児支支援援のの取取扱扱いいににつついいてて【【一一部部再再掲掲】】（（「「５５

ヤヤンンググケケアアララーーのの支支援援ににつついいてて」」参参照照））

居宅介護（家事援助）及び重度訪問介護（以後この項において「居宅介護

等」という。）における「育児支援」については、従来「障害者自立支援法上

の居宅介護（家事援助）等の業務に含まれる「育児支援」について」（平成

年７月 日付障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）によりお示ししていたと

ころであるが、「「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の

連携プロジェクトチーム」のとりまとめ報告について」（令和３年５月 日

付厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室ほか連名事務連

絡）が発出され、ヤングケアラーへのより一層の配慮が求められることとさ

れたことを受けて、「障害者総合支援法上の居宅介護（家事援助）等の業務に

含まれる「育児支援」の取扱いについて」（令和３年７月 日付障害保健福

祉部障害福祉課事務連絡）を発出し、居宅介護等における育児支援において

改めて周知したので、ご了知いただくとともに、管内市区町村に対する周知

を徹底されたい。

（（７７））訪訪問問系系ササーービビススににおおけけるる「「手手待待ちち時時間間」」のの考考ええ方方ににつついいてて

重度訪問介護における長時間のサービス提供時の休憩時間及び手待ち時

間の考え方については、「令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す

るＱ＆Ａ ＶＯＬ １」（令和３年３月 日付障害保健福祉部障害福祉課事

務連絡）の問 においてお示ししているところである。

本問回答にてご説明のとおり、労働時間に含まれるものとして取り扱わな

ければならない手待ち時間については、重度訪問介護のサービス提供時間と

して報酬算定を行う必要があるので、ご了知いただくとともに、改めて管内

市区町村に対する周知を徹底されたい。
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ないことに留意されたい。

また、深夜帯に利用者が就寝している時間帯の体位交換、排泄介助、

寝具のかけ直しや見守りなどの支援にかかる時間についても、医療的

ケアの有無だけでなく、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支

給決定を行うよう、管内市町村へ周知されたい。

イ 同一箇所に長時間滞在し、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応す

るための見守り等の支援も含めた長時間の支援を必要とする者に対して

居宅介護の支給決定がされている事例も散見されている。

居宅介護は短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて高

い単価設定としているため、ヘルパーが行う支援内容を具体的に把握した

上で、適切なサービスを支給決定するようお願いしたい。

③③居居宅宅介介護護ににおおけけるる通通院院等等介介助助等等ににつついいてて

居宅介護における通院等介助については、「平成 年４月以降における

通院等介助の取扱いについて」（平成 年４月 日付厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）において、「病院内の移動等の介

助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場

合により算定対象となる。」等をお示ししているところである。

具体的には、適切なアセスメント等を行った上で、①院内スタッフ等に

よる対応が難しく、②利用者が介助を必要とする心身の状態であること等

が考えられる。利用者が介助を必要とする心身の状態である場合は、例え

ば、

・院内の移動に介助が必要な場合

・知的・行動障害等のため見守りが必要な場合

・排せつ介助を必要とする場合

等が想定されるので、参考としていただきたい。

なお、上記具体例については、従来算定対象としていた行為を制限する

趣旨ではない。

また、通院の介助は、同行援護や行動援護により行うことも可能であり、

これらと通院等介助の利用に優先関係は無いため、利用者の意向等を勘案

し、適切なサービスの支給決定をお願いしたい。

④④支支給給決決定定のの際際にに勘勘案案すすべべきき事事項項ににつついいてて

障害福祉サービスの支給要否決定は、障害支援区分だけでなく、障害者

等の置かれている環境やサービスの利用に関する意向の具体的内容等の

事項を勘案して行うこととされている。

これらの勘案事項のうち介護を行う者の状況については、介護を行う者

の有無、年齢、心身の状況等を勘案して支給決定することとしている。こ

れは、介護を行う者がいる場合には居宅介護等の介護給付費の支給を行わ

ないという趣旨ではない旨は、「介護給付費等の支給決定等について」（平
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成 年３月 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）で既

にお示ししているところであるが、平成 年度にこの通知を改正し、改

めてその旨周知しているので、介護給付費の支給決定に当たっては、介護

を行う者の状況に配慮した上で行っていただくよう留意されたい。

また、居宅介護等の障害児について、保護者がいることのみをもって一

律に不支給とする取り扱いとすることのないよう、留意願いたい。
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日付厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室ほか連名事
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付厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室ほか連名事務連
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を徹底されたい。
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して報酬算定を行う必要があるので、ご了知いただくとともに、改めて管内

市区町村に対する周知を徹底されたい。
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〈Ｑ＆Ａ 問 〉

問 のグループホームの夜勤に対応する対応は、重度訪問介護について

も適用されるのか。

〈答〉

（略）

また、労働時間として取り扱わなければならない手待ち時間についてもサ

ービス提供時間として取り扱われるべきものであることから、当該時間が報

酬の対象とならないということがないように留意すること。

（（８８））重重度度訪訪問問介介護護利利用用者者のの大大学学修修学学支支援援事事業業ににつついいてて

平成 年度より地域生活支援促進事業のメニューとして、「重度訪問介護

利用者の大学修学支援事業」を実施しているところである。

本事業は、重度障害者が大学等（大学、大学院、短期大学、高等専門学校、

専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。）において必要な支援が受けられ

ずに修学を断念することがないように、大学等が重度障害者の修学に係る支

援体制を構築するまでの間、大学等への通学中及び大学等の敷地内における

身体介護等を提供するものである。

各都道府県におかれては、管内市町村に対し、本事業の趣旨等を踏まえ重

度障害者の修学（入学予定を含む）先の大学等と連携し、当該大学等の支援

体制の構築に係る計画や進捗状況等を確認しつつ、積極的な実施について周

知するようお願いしたい。
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